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  三朝町いじめ問題調査委員会等設置条例の設定について 

 

次のとおり三朝町いじめ問題調査委員会等設置条例を設定することについて、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。 
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三朝町いじめ問題調査委員会等設置条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号。以下「法」という。）

の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、三

朝町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が設置する三朝町いじめ問題調査委員会

（以下「調査委員会」という。）及び三朝町が設置する三朝町いじめ問題検証委員会（以

下「検証委員会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるところによる。 

（三朝町いじめ問題調査委員会の設置） 

第３条 教育委員会は、法第 28 条第１項の規定に基づき、重大事態に対処し、及び当該重

大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、調査委員会を設置する。 

(所掌事務） 

第４条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(１) いじめの事実に関すること。 

(２) いじめによる被害を受けた児童等といじめとの関係に関すること。 

(３) いじめによる被害を受けた児童等が通う学校及び教育委員会、当該児童生徒の保

護者等の対応並びに執るべき措置に関すること。 



(４) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。 

(組織等） 

第５条 調査委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者、その他教育委員会が適当と認める者のうちから、必要

の都度、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に対する答申の提出までとする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

(委員長及び副委員長） 

第６条 調査委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(会議） 

第７条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。 

２ 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（意見聴取等） 

第８条 調査委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出

席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 調査委員会の事務局は、教育委員会事務局において処理する。 

（三朝町いじめ問題検証委員会の設置） 

第 10 条 町長は、法第 30 条第２項の規定に基づき、検証委員会を町に設置する。 

(所掌事務) 

第 11 条 検証委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(１) 法第 30 条第１項の規定による報告に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。 

（準用） 

第 12 条 第５条から第８条までの規定は、検証委員会について準用する。この場合におい

て、これらの条中「調査委員会」とあるのは「検証委員会」と、「教育委員会」とあるの

は「町長」と、読み替えるものとする。 

（庶務） 

第 13 条 検証委員会の事務局は、総務課において処理する。 



（委任） 

第 14 条 この条例に定めるもののほか、調査委員会又は検証委員会の運営に関し必要な事

項は、それぞれ教育委員会又は町長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 45 年三朝

町条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条、第６条関係） 

 

区分 報酬の額 内国旅行の旅費 

監査委員 議会の議員のうちから選任された

委員 月額 32,000円 

識見を有する者のうちから選任さ

れた委員 月額 48,000円 

三朝町町長等の給与及び旅費に関す

る条例（昭和 45 年三朝町条例第５

号）に規定する旅費の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員 委員長 月額 53,000円 

委員長職務代理者 月額 39,000

円 

委員 月額 36,000円 

農業委員 会長 月額 53,000円 

会長職務代理者 月額 39,000円 

委員 月額 36,000円 

選挙管理委員 委員長 日額 7,800円 

委員 日額 6,000円 

選挙長 １回につき 10,600 円（当該選挙

が無投票となった場合にあっては

7,800円） 

投票所の投票

管理者 

日額 12,600 円（投票事務打合等

の職務の場合にあっては 6,300円） 

期日前投票所

の投票管理者 

日額 11,100円 

開票管理者 １回につき 10,600円 

投票所の投票

立会人 

日額 10,700 円（立会時間が７時

間以内の場合にあっては 5,300円） 



期日前投票所

の投票立会人 

日額 9,500円（立会時間が６時間

以内の場合にあっては 4,700円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開票立会人 １回につき 8,800円 

選挙立会人 １回につき 8,800円（当該選挙が

無投票となった場合にあっては

4,400円） 

三朝町いじめ

問題調査委員

会委員 

日額 5,000円（職務を行う時間が

４時間以内の場合にあっては

3,000 円）。ただし、町長が特に必

要と認める場合にあっては日額

8,900円。 

三朝町いじめ

問題検証委員

会委員 

三朝町消防審

議会委員 

日額 5,000円（職務を行う時間が

４時間以内の場合にあっては

3,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三朝町防災会

議委員 

三朝町国民保

護協議会委員 

三朝町空き家

等対策審議会

委員 

三朝町名誉町

民選考審議会

委員 

三朝町情報公

開・個人情報保

護審査会委員 

三朝町男女共

同参画審議会

委員 

三朝町総合計

画審議会委員 

三朝町民生委

員推薦会委員 

三 朝 町 子 ど

も・子育て会議



委員   

三朝町国民健

康保険運営協

議会委員 

三朝町環境審

議会委員 

三朝町都市計

画審議会委員 

三朝町産業振

興審議会委員 

三朝町温泉運

営委員会委員 

三朝町農業後

継者養成奨学

生選考委員会

委員 

三朝町鳥獣被

害対策実施隊

隊員 

文化財保護調

査委員会委員 

三朝町青少年

有害図書審議

会委員 

三朝町社会教

育委員 

町立みささ図

書館協議会委

員 

国民宿舎ブラ

ンナールみさ

さ運営審議会

委員 

統計調査員 予算の範囲内で町長が別に定める

額 保育所嘱託医 

学校嘱託医 



この表に定め

る者以外で、法

律若しくはこ

れに基づく政

令で定められ

た附属機関の

委員又は条例

で定めた附属

機関の委員そ

の他これに類

する構成員 

日額 5,000 円を超えない範囲内

で町長が別に定める額 

自立推進員 月額 25,000円 三朝町職員等の旅費に関する条例

（昭和 45 年三朝町条例第 67 号）に

規定する旅費の例による。 

三朝町スポー

ツ推進委員 

年額 48,000円 

人権教育推進

員 

月額 96,000円 

心の教室相談

員 

月額 80,000 円（当該月の全部又

は一部について勤務を要しないと

教育委員会が認める月にあって

は、教育委員会が別に定めるとこ

ろにより当該額から当該額の全部

又は一部を減じた額） 

三朝町社会教

育指導員 

月額 130,000円 

庁舎管理員 予算の範囲内で町長が別に定める

額 町長車運転士 

マイクロバス

運転士 

国際交流員（語

学指導等を行

う招致外国青

年） 

外国語指導助

手 

地域おこし協

力隊員 




